
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 本庁舎非常用発電設備保守点検業務 

 契 約 業 者 名 四国工販株式会社 

 随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

      

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 当設備は、電力会社の停電などにより、１・４号館および連絡棟の消防設備への電力供

給が途絶えた場合の代替電源として機能するものである。 

当設備は、神戸市向けに川崎重工業（株）が独自にシステム設計および製作したもので

ある。従って、当業務を行うには、川崎重工業（株）から同社製品のメンテナンス機能お

よび構造等についての技術資料等の提供を受けている業者でなければならない。 

上記請負人は、川崎重工業（株）が保守点検業務の代理店であることを証明しているこ

とから、上記請負人と随意契約を締結する。 

 

担当部署 

（問合せ先） 

行財政局庁舎課 （電話番号０７８－３２２－５０６７） 

 


